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全
野
党
反
対
の
な
か
、
与
党
３
党
強
行
可
決
。
２
３
項
目
の
附
帯
決
議

国
立
大
学
法
人
法

多
く
の
疑
問
点
を

残
し
た
ま
ま
成
立

「
国
立
大
学
法
人
、
高

専
法
人
関
係
６
法
案

（
以

」

下
「
６
法
案

）
の
国
会
審

」

議
は
、
７
月
８
日
、
参
議

院
文
教
科
学
委
員
会
で
行

、

、

、

わ
れ

民
主
党

共
産
党

（

）

国
連

国
会
改
革
連
絡
会

の
計
３
名
の
議
員
が
質
問

し
ま
し
た
。
特
に
「
教
職

員
の
身
分
を
非
公
務
員
と

し
た
法
的
根
拠
を
明
ら
か

に
せ
よ
」
と
い
う
質
問
に

対
し
て
、
政
府
は
「
法
案

の
附
則
第
４
条
が
あ
る
か

ら

「
先
行
独
立
法
人
が

」
、

そ
う
な
っ
て
い
る
か
ら
」

な
ど
と
明
確
な
根
拠
を
示

せ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
自
民
党
な
ど
与
党

３
党
は

「
審
議
は
尽
く
さ

、

れ
た
と
し
て
採
決
を
強
行

し
ま
し
た
。

７
月
９
日

「
６
法
案
」

、

は
、
参
議
院
本
会
議
に
お

い
て
審
議
さ
れ
、
賛
成
多

数
で
成
立
し
ま
し
た
。
賛

成
１
３
１
、
反
対
１
０
１

で
し
た
。
異
例
の
２
３
項

目
も
の
「
附
帯
決
議
」
が

審
議
の
不
十
分
さ
を
象
徴

し
て
い
ま
す
。

附
帯
決
議

政
府
及
び
関
係
者
は
、
国

立
大
学
等
の
法
人
化
が
、
我

が
国
の
高
等
教
育
の
在
り
方

に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
に

か
ん
が
み
、
本
法
の
施
行
に

当
た
っ
て
は
、
次
の
事
項
に

つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ

き
で
あ
る
。

、
国
立
大
学
の
法
人
化
に

一当
た
っ
て
は
、
憲
法
で
保
障

さ
れ
て
い
る
学
問
の
自
由
や

大
学
の
自
治
の
理
念
を
踏
ま

え
、
国
立
大
学
の
教
育
研
究

の
特
性
に
十
分
配
慮
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
活
性
化
が
図

ら
れ
る
よ
う
、
自
主
的
・
自

律
的
な
運
営
を
確
保
す
る
こ

と
。、

国
立
大
学
法
人
の
運
営
に

二

、

、

、

当
た
っ
て
は

学
長

役
員
会

経
営
協
議
会
、
教
育
研
究
評
議

会
等
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
・
機

能
を
十
分
に
果
た
す
と
と
も

に
、
全
学
的
な
検
討
事
項
に
つ

い
て
は
、
各
組
織
で
の
議
論
を

踏
ま
え
た
合
意
形
成
に
努
め
る

こ
と
。
ま
た
、
教
授
会
の
役
割

の
重
要
性
に
十
分
配
慮
す
る
こ

と
。

役
員
等
に
つ
い
て
は
、
大

三
、

学
の
教
育
研
究
や
運
営
に
高
い

識
見
を
有
し
、
当
該
大
学
の
発

展
に
貢
献
し
得
る
者
を
選
任

す
る
と
と
も
に
、
選
任
理
由

。

、

等
を
公
表
す
る
こ
と

ま
た

政
府
や
他
法
人
か
ら
の
役
員

の
選
任
に
つ
い
て
は
、
そ
の

必
要
性
を
十
分
に
勘
案
し
、

大
学
の
自
主
性
・
自
律
性
を

阻
害
す
る
と
批
判
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
節
度
を
持

っ
て
対
応
す
る
こ
と
。
監
事

の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
大

学
の
意
向
を
反
映
す
る
こ

と
。、

学
長
選
考
会
議
の
構
成

四に
つ
い
て
は
、
公
正
性
・
透

明
性
を
確
保
し
、
特
に
現
学

長
が
委
員
に
な
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
制
度
の
趣
旨
に
照

ら
し
、
厳
格
に
運
用
す
る
こ

と
。、

中
期
目
標
の
実
際
上
の

五作
成
主
体
が
法
人
で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
文
部
科
学

大
臣
が
中
期
目
標
・
中
期
計

画
の
原
案
を
変
更
し
た
場
合

の
理
由
及
び
国
立
大
学
法
人

評
価
委
員
会
の
意
見
の
公
表

等
を
通
じ
て
、
決
定
過
程
の

透
明
性
の
確
保
を
図
る
と
と

も
に
、
原
案
の
変
更
は
、
財

政
上
の
理
由
な
ど
真
に
や
む

を
得
な
い
場
合
に
限
る
こ

と
。、

法
人
に
求
め
る
中
期
目

六標
・
中
期
計
画
に
係
る
参
考

、

、

資
料
等
に
つ
い
て
は

極
力

簡
素
化
を
図
る
こ
と
。
ま
た

評
価
に
係
る
業
務
が
教
職
員

の
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い

よ
う
、
特
段
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
。

、
国
立
大
学
の
評
価
に
当

七た
っ
て
は
、
基
礎
的
な
学
問

分
野
の
継
承
発
展
や
国
立
大

学
が
地
域
の
教
育
、
文
化
、

産
業
等
の
基
盤
を
支
え
て
い

る
役
割
に
も
十
分
配
慮
す
る

こ
と
。
ま
た
、
評
価
結
果
が

確
定
す
る
前
の
大
学
か
ら
の

意
見
申
立
て
の
機
会
の
付
与

に
つ
い
て
法
令
上
明
記
し
、

評
価
の
信
頼
性
の
向
上
に
努

め
る
こ
と
。

、
国
立
大
学
法
人
法
に
よ

八る
評
価
制
度
及
び
評
価
結
果

と
資
源
配
分
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
同
法
第
三
条
の
趣
旨

を
踏
ま
え
慎
重
な
運
用
に
努

め
る
と
と
も
に
、
継
続
的
に

見
直
し
を
行
う
こ
と
。

、
国
立
大
学
法
人
評
価
委

九員
会
の
委
員
は
大
学
の
教
育

研
究
や
運
営
に
つ
い
て
高
い

識
見
を
有
す
る
者
か
ら
選
任

す
る
こ
と
。
評
価
委
員
会
の

委
員
の
氏
名
や
経
歴
の
外
、

会
議
の
議
事
録
を
公
表
す
る

と
と
も
に
、
会
議
を
公
開
す

る
な
ど
に
よ
り
公
正
性
・
透

明
性
を
確
保
す
る
こ
と
。

、
独
立
行
政
法
人
通
則
法

十

、

を
準
用
す
る
に
当
た
っ
て
は

総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科

学
省
及
び
国
立
大
学
法
人
の

関
係
に
お
い
て
、
大
学
の
教

育
研
究
機
関
と
し
て
の
本
質

が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い

よ
う
、
国
立
大
学
法
人
と
独

立
行
政
法
人
の
違
い
に
十
分

留
意
す
る
こ
と
。

、
独
立
行
政
法
人
通
則

十
一

法
第
三
十
五
条
の
準
用
に
よ

る
政
策
評
価
・
独
立
行
敦
法

人
評
価
委
員
会
か
ら
の
国
立

大
学
法
人
等
の
主
要
な
事
務

・
事
業
の
改
廃
勧
告
に
つ
い

て
は
、
国
立
大
学
法
人
法
第

三
条
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま

え
、
各
大
学
の
大
学
本
体
や

学
部
等
の
具
体
的
な
組
織
の

改
廃
、
個
々
の
教
育
研
究
活

動
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い

こ
と
。
ま
た
、
必
要
な
資
料

の
提
出
等
の
依
頼
は
、
直
接

大
学
に
対
し
て
行
わ
ず
、
文

部
科
学
大
臣
に
対
し
て
行
う

こ
と
。、

運
営
費
交
付
金
等
の

十
二

算
定
に
当
た
っ
て
は
、
算
定

基
準
及
び
算
定
根
拠
を
明
確

に
し
た
上
で
公
表
し
、
公
正

性
、
透
明
性
を
確
保
す
る
と

と
も
に
、
各
法
人
の
規
模
等

そ
の
特
性
を
考
慮
し
た
適
切

な
算
定
方
法
と
な
る
よ
う
工

夫
す
る
こ
と
。
ま
た
、
法
人

化
前
の
公
費
投
入
額
を
踏
ま

え
、
従
来
以
上
に
各
国
立
大

学
に
お
け
る
教
育
研
究
が
確

実
に
実
施
さ
れ
る
に
必
要
な

所
要
額
を
確
保
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。

、
学
生
納
付
金
に
つ
い

十
三

て
は
、
経
済
状
況
に
よ
っ
て

学
生
の
進
学
機
会
を
奪
う
こ

と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
将
来

に
わ
た
っ
て
適
正
な
金
額
、

水
準
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、

授
業
料
等
減
免
制
度
の
充
実
、

独
自
の
奨
学
金
の
創

（
裏
面
に
続
く
）

座
標
軸

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト

[
]

で
、
佐
賀
大
学

reform

の
豊
島
耕
一
さ
ん
が
「
Ｎ

Ｈ
Ｋ
の
ニ
ュ
ー
ス
番
組
を

『
大
本
営
発
表
』
に
変
え

て
し
ま
っ
た
責
任
者
の
再

任
は
容
認
で
き
な
い

（
要
」

旨
）
と
海
老
沢
「
続
投
」

阻
止
を
訴
え
て
い
る
▼
そ

れ
に
対
す
る
賛
同
の
メ
ー

ル

「
ま
こ
と
に
同
感
。
ア

。
フ
ガ
ン
戦
争
報
道
番
組
の

折
、
終
了
後
す
ぐ
に
電
話

し
た
と
こ
ろ
担
当
者
に
繋

が
っ
た
の
だ
が
そ
の
態
度

は
尊
大
で
、
嘲
笑
的
だ
っ

た
。
い
ま
の
報
道
は
『
大

本
営
発
表
そ
の
も
の
』
で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
と

こ
ろ
が
そ
の
態
度
と
は
裏

腹
に
、
２
３
時
を
過
ぎ
て

も
、
話
し
を
止
め
ず
、
自

分
の
ク
レ
ー
ム
を
『
番
組

会
議
に
報
告
す
る
義
務
が

』

」（

、

あ
る

と
答
え
た

要
旨

埼
玉
大
学
の
島
岡
公
一
さ

ん
）
と
い
う
▼
島
岡
さ
ん

の
メ
ー
ル
を
見
る
と
、
担

当
職
員
の
「
尊
大
で
、
嘲

笑
的
」
な
態
度
の
中
に
、

い
ま
Ｎ
Ｈ
Ｋ
で
何
が
起
き

て
い
る
の
か
を
暗
示
す
る

も
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
。
ま
た
、

い
つ
ま
で
も
ク
レ
ー
ム
に

、「

」

つ
き
あ
っ
て

番
組
会
議

に
報
告
す
る
と
答
え
た
対

応
の
中
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
苦
渋
を
も
か
い
ま

見
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

▼
気
づ
か
ぬ
間
に
言
論
統

制
が
私
た
ち
を
が
ん
じ
が

ら
め
し
か
か
っ
て
い
る
。

（
い
）
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全
体
の
信
頼
性
の
向
上
を

図
る
た
め
、
認
証
評
価
が

円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
必

要
な
資
金
の
確
保
、
そ
の

他
必
要
な
援
助
に
努
め
る

こ
と
。、

国
立
高
等
専
門
学

十
八

校
に
つ
い
て
は
、
各
学
校

の
自
主
性
・
自
律
性
を
尊

重
し
、
教
育
研
究
の
個
性

化
、
活
性
化
、
高
度
化
が

一
層
進
む
よ
う
配
慮
す
る

こ
と
。、

国
は
、
高
等
教
育

十
九

の
果
た
す
役
割
の
重
要
性

に
か
ん
が
み
、
国
公
私
立

全
体
を
通
じ
た
高
等
教
育

に
対
す
る
財
政
支
出
の
充

。

、

実
に
努
め
る
こ
と

ま
た

高
等
教
育
及
び
学
術
研
究

の
水
準
の
向
上
と
自
立
的、

な
発
展
を
図
る
立
場
か
ら

地
方
の
大
学
の
整
傭
・
充

実
に
努
め
る
こ
と
。

、
職
員
の
身
分
が
非

二
十

公
務
員
と
さ
れ
る
こ
と
に

よ
る
勤
務
条
件
等
の
整
備

に
つ
い
て
は
、
教
育
研
究

の
特
性
に
配
意
し
、
適
切

に
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る

こ
と
。
ま
た
、
大
学
の
教

員
等
の
任
期
に
関
す
る
法、

律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は

選
択
的
限
定
的
任
期
制
と、

い
う
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え

教
育
研
究
の
進
展
に
資
す

る
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も

に
、
教
員
等
の
身
分
の
保。

障
に
十
分
留
意
す
る
こ
と

、
法
人
へ
の
移
行

二
十
一

に
際
し
て
は

「
良
好
な
労

、

働
関
係
」
と
い
う
観
点
か

ら
、
関
係
職
員
団
体
と
十

分
協
議
が
行
わ
れ
る
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
。

、
公
立
の
義
務
教

二
十
二

育
諸
学
校
の
教
職
員
の
処

遇
に
つ
い
て
は
、
学
校
教

育
の
水
準
の
維
持
向
上
の

た
め
の
義
務
教
育
諸
学
校

の
教
育
職
員
の
人
材
確
保

に
関
す
る
特
別
措
置
法
を

今
後
と
も
堅
持
し
、
国
家

公
務
員
に
準
拠
す
る
規
定

が
外
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

同
法
の
趣
旨
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
十

分
配
慮
す
る
こ
と
。

、
高
等
教
育
の
グ

二
十
三

ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
検
討

に
当
た
っ
て
は
、
生
涯
学

習
社
会
の
形
成
の
観
点
か

ら
、
專
門
学
校
を
含
む
高

等
教
育
全
体
に
つ
い
て
、

関
係
府
省
、
地
方
公
共
団

体
等
と
も
連
携
し
つ
つ
、

広
範
な
国
民
的
論
議
を
踏

ま
え
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

全
大
教
中
央

執
行
委
員
会
声
明

全
大
教
中
執
は
、
７
月

９
日

「

国
立
大
学
法
人

、
〈

法
案
〉
等
関
係
６
法
案
の

参
議
院
可
決
、
成
立
に
対

す
る
声
明
」
を
発
表
し
ま

し
た
。
①
参
議
院
で
の
審

議
経
過
と
今
後
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
の
「
決
意
」

表
明
、
②
明
確
に
な
っ
た

法
案
の
「
問
題
点

、
③

」

今
後
に
「
活
用
し
得
る
答

弁
内
容
と
附
帯
決
議
」
の

要
点
、
④
こ
の
間
の
運
動

の
経
緯
と
評
価
、
⑤
今
後

へ
の
「
団
結
」
の
呼
び
か

け
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。

以
下
に
①
の
「
決
意
」

部
分
と
③
の
全
文
を
掲

載
し
ま
す
。

私
た
ち
は
、
与
党
が
採
決
を
強
行
し
た
こ
と
に
対
し
て
強
い
憤
り
と
抗
議

①
の
意
志
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
法
案
の
成
立
に
よ
り
、
大
学
・
高
等
教
育

の
充
実
を
め
ざ
す
私
た
ち
の
前
途
に
は
多
大
な
困
難
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
し

か
し
、
い
か
な
る
困
難
が
あ
ろ
う
と
人
類
と
地
域
社
会
に
貢
献
し
う
る
大
学
・

高
等
教
育
の
再
構
築
に
向
け
、
法
案
反
対
運
動
と
国
会
審
議
の
到
達
点
を
ふ
ま

、

、

え
て

学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
・
自
律
的
機
能
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に

教
職
員
の
身
分
と
権
利
を
擁
護
す
る
取
り
組
み
を
粘
り
強
く
進
め
る
決
意
を
表

。

明
す
る
も
の
で
あ
る

「

」「

」

③

国
立
大
学
法
人
法
案

独
立
行
政
法
人
国
立
高
等
専
門
学
校
機
構
法
案

に
は
以
上
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
点
や
不
透
明
さ
が
存
在
す
る
が
、
同
時
に
私

た
ち
の
大
運
動
を
反
映
し
た
国
会
審
議
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
が
最
悪

の
形
で
顕
現
す
る
こ
と
を
阻
み
、
学
問
の
自
由
と
大
学
自
治
の
擁
護
、
教
職
員

の
身
分
保
障
と
待
遇
改
善
を
図
る
今
後
の
と
り
く
み
を
す
す
め
る
上
で
、
権
限。

濫
用
等
の
歯
止
め
と
し
て
活
用
し
う
る
答
弁
内
容
と
附
帯
決
議
が
採
択
さ
れ
た

そ
の
主
な
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

、

、

、

第
一
に

中
期
目
標
の
決
定
に
際
し
て
は

大
学
の
原
案
を
尊
重
す
る
こ
と

原
案
変
更
は
財
政
上
の
理
由
な
ど
真
に
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
る
と
さ
れ
た

こ
と
。

、

、

、

第
二
に

国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
に
つ
い
て
は

委
員
の
氏
名
・
経
歴

評
価
結
果
、
議
事
録
の
公
表
な
ど
公
正
性
・
透
明
性
の
確
保
を
図
る
と
さ
れ
た

こ
と
。
評
価
結
果
に
つ
い
て
、
大
学
の
異
議
申
し
立
て
権
を
法
令
上
明
記
す
る

と
し
た
こ
と
。

第
三
に
、
評
価
結
果
と
資
源
配
分
の
関
係
に
つ
い
て
、
国
立
大
学
法
人
法
第

３
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
慎
重
な
運
用
に
努
め
る
と
と
も
に
、
継
続
的
な
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
。

第
四
に
、
政
策
評
価
・
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
に
よ
る
改
廃
勧
告
に
関

し
て
は
、
国
立
大
学
法
人
法
第
３
条
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
大
学
本
体
や
学
部
等

の
具
体
的
な
組
織
の
改
廃
、
教
育
研
究
活
動
に
は
言
及
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た

こ
と
。

第
五
に
、
学
長
選
考
に
つ
い
て
は
、
学
内
構
成
員
か
ら
の
幅
広
い
意
向
聴
取

手
続
き
等
選
挙
を
含
め
、
学
長
選
考
会
議
、
大
学
が
自
主
的
に
決
定
す
る
事
項

で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
。

第
六
に
、
運
営
費
交
付
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
算
定
基
準
及
び
算
定
根

拠
の
詳
細
を
公
表
し
、
公
正
性
・
透
明
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
各
法
人
の

特
性
を
考
慮
し
た
適
切
な
算
定
方
法
と
な
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
、
従
来
以
上

に
各
大
学
に
お
け
る
教
育
研
究
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
に
必
要
な
所
要
額
を
確

保
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
。

第
七
に
、
法
人
化
に
伴
う
労
働
関
係
法
規
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
法
人

成
立
時
に
支
障
の
生
じ
な
い
よ
う
、
財
政
面
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ

と
、
法
人
移
行
後
新
た
に
必
要
と
な
る
経
費
に
つ
い
て
は
運
営
費
交
付
金
等
に

よ
り
確
実
に
措
置
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
。

第
八
に
、
国
立
高
等
専
門
学
校
に
つ
い
て
は
、
各
学
校
の
自
主
性
・
自
律
性

を
尊
重
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
。

散
歩
道

西
法
院
に
は
、
古
い
思

い
出
が
あ
る
。
大
学
紛
争

の
頃
の
こ
と
。
教
室
が
封

鎖
さ
れ
て
い
て
授
業
が
出

来
ず
、
学
生
た
ち
か
ら
、

熊
山
へ
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行

こ
う
と
誘
わ
れ
た
。

熊
山
を
登
り
詰
め
て
香

登
の
方
へ
下
っ
て
い
く
途

中
に
あ
る
の
が
西
法
院
で

。

、

あ
る

山
中
の
寺
の
中
で

学
生
と
思
わ
れ
る
男
女
が

楽
し
げ
に
バ
レ
ー
に
興
じ

て
い
た
。

キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
、
ゲ

バ
棒
ヘ
ル
メ
ッ
ト
で
、
学

生
た
ち
が
大
学
粉
砕
を
叫

ん
で
い
る
と
き
、
そ
の
姿

は
あ
ま
り
に
現
実
離
れ
し

て
、
白
昼
の
幻
と
も
思
え

た
。
そ
の
姿
が
い
ま
も
心

に
残
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
紫
陽
花
の
季

節
に
は
、
し
ば
し
ば
こ
の

寺
を
訪
れ
る
。
今
年
も
、

そ
の
盛
り
を
期
待
し
て
訪

ね
て
み
た
。
だ
が
、
日
差

し
が
少
し
強
す
ぎ
た
。

紫
陽
花
も

萎
れ
る
梅
雨
の

晴
れ
間
か
な

だ
が
、
や
は
り
梅
雨
時

で
あ
る
。
陽
が
西
に
傾
き

始
め
る
頃
、
空
気
は
露
を

帯
び
て
、
萎
ん
だ
花
び
ら

も
、
ま
た
あ
の
瑞
々
し
い

生
気
を
取
り
戻
す
。

夕
闇
の
白
紫
陽
花
に

ハ
ッ
と
し
て

千
枝
子

（
ｋ
）

設
等
、
法
人
に
よ
る
学
生

支
援
の
取
組
に
つ
い
て
も

積
極
的
に
推
奨
、
支
援
す

る
こ
と
。

、
国
立
大
学
附
置
研

十
四

究
所
を
含
む
研
究
組
織
に

つ
い
て
は
、
大
学
の
基
本

的
組
織
の
一
つ
で
あ
り
、

学
術
研
究
の
中
核
的
拠
点

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し、

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み

短
期
的
な
評
価
を
厳
に
戒

め
る
と
と
も
に
、
財
政
支。

出
の
充
実
に
努
め
る
こ
と

ま
た
、
各
研
究
組
織
の
設

置
・
改
廃
や
全
国
共
同
利

用
化
を
検
討
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
各
分
野
の
特
性

や
研
究
手
法
の
違
い
を
十

分
尊
重
し
、
慎
重
に
対
応

す
る
こ
と
。

、
法
人
化
に
伴
う
労

十
五

働
関
係
法
規
等
へ
の
対
応

に
つ
い
て
は
、
法
人
の
成

立
時
に
支
障
の
生
ず
る
こ

と
の
な
い
よ
う
、
財
政
面

そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。
ま
た
、
法
人

へ
の
移
行
後
、
新
た
に
に

必
要
と
さ
れ
る
雇
用
保
険

等
の
経
費
に
つ
い
て
は
、

運
営
費
交
付
金
等
に
よ
り

確
実
に
措
置
す
る
こ
と
。

、
国
立
大
学
法
人
へ

十
六

の
円
滑
な
移
行
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
文

、

、

部
科
学
省
は

進
捗
状
況

、

課
題
な
ど
を
明
ら
か
に
し

当
委
員
会
に
報
告
を
行
う

こ
と
。、

学
校
教
育
法
に
規

十
七

定
す
る
認
証
評
価
制
度
の

発
展
を
通
じ
、
国
立
大
学

等
が
多
様
な
評
価
機
関
の

評
価
を
受
け
ら
れ
る
環
境

を
整
備
し
、
ひ
い
て
は
我

が
国
に
お
け
る
大
学
評
価




